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サマリー 

本レポートでは、介護施設への入所時に家族による身元保証が困難な要介護高齢者

の人数を、全国および都道府県別に推計しました。身元保証サービスを提供する事業者や、

自治体・介護関連団体が、地域ごとの潜在的な支援ニーズを把握する際の参考資料としてご

活用いただけます。 

 

対象：介護認定を受け、施設入所を必要とする高齢者 

課題：家族・親族による身元保証が困難なケース推計 

結果：全国で約52.1万人に上る可能性 

 

 

 



 

1. 調査の背景と目的 

我が国では少子高齢化と核家族化が急速に進行しており、高齢者の単独（一人暮らし）

世帯数は年々増加しています。これに伴い、「身寄りがいない」「家族と音信不通である」などの

理由から、介護保険施設や高齢者向け住宅への入居時に必要となる「身元保証人」を確保で

きない高齢者の問題が深刻な社会課題となっています。 

 

多くの施設では入居条件として身元保証人を必須としており、保証人がいない高齢者

が適切な住まいや介護サービスを受けられない、いわゆる「高齢者住居難民」の問題が発生し

ています。 本調査は、一般社団法人あんしんの輪が支援現場で活用する基礎データとすべ

く、全国および都道府県別の「家族による身元保証が困難な要介護高齢者数」の潜在数を統

計的に算出・視覚化し、支援の必要性が高い地域を明らかにすることを目的とします。 

 

2. 推計の前提条件とデータソース 

本報告書における推計は、以下の公的機関およびシンクタンクが公表した最新の統計

データを基に実装しています。 

 

・全国の身寄りなし高齢者数（推計値）[X] 

数値： 2,860,000人 

出典： 株式会社日本総合研究所『増加する「身寄り」のない高齢者』（2024年4月公表） 

・全国の要介護・要支援認定率 [Y_nat] 

数値： 19.7% 

出典： 厚生労働省『令和5年度 介護保険事業状況報告（年報）』（2024年8月公表） 

・施設側が身元保証人を必須とする割合 [Z] 

 



 

数値： 92.4% 

出典： 総務省『高齢者の身元保証に関する調査』（2022年3月公表） 

 

3. 主要都市圏別の推計結果 

都道府県別の「65歳以上単独世帯数（令和2年国勢調査）」を基に、各エリアへ全国の

身寄りなし高齢者数を按分し、それぞれの「要介護・要支援認定者数」および「第1号被保険者

数」を用いて6つの圏域におけるリスクを算出しました。 

圏域区分は、総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」における三大都市圏の定

義に準拠し、これに札幌・仙台・福岡の三大地方中枢都市圏(道県単位で集計)を加えた6圏域

としています。 

 

【都市圏の定義】 

東京圏： 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 

大阪圏： 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県 

名古屋圏： 愛知県、岐阜県、三重県 

福岡圏： 福岡県 

仙台圏： 宮城県 

札幌圏(北海道)： 北海道 

 

 

 



 

表1：主要都市圏別の要保証困難高齢者数 

 

 

 

図1：主要都市圏別における家族による身元保証が困難な要介護高齢者数の比較  

 



 

 

図2：主要都市圏における要保証困難高齢者の潜在数の地理的分布 

 



 

4. 都道府県別の要保証困難高齢者数 

全47都道府県の推計値は以下の通りです。 

 

表2：47都道府県別 要保証困難高齢者数

 



 

 

 



 

 

図3：家族による身元保証が困難な要介護高齢者数 上位10都道府県ランキング 

 

 

5. 調査の考察と提言 

本調査の結果から、以下の重要な傾向と課題が浮き彫りとなりました。 

 

東京圏・大阪圏への圧倒的な集中 東京圏と大阪圏だけで、全国の要保証困難高齢者

の約47%を占めています。これは、大都市圏において高齢者の単独世帯率が非常に高いこと

に加え、人口そのものが集中していることが主な要因です。 

 

 



 

特に大都市圏の「身元保証人の確保が困難な要介護高齢者」に対し、民間の身元保

証サービスの適正な普及支援や、公的な成年後見制度との連携、自治体による居住支援法人

の活性化など、多角的なセーフティネットの構築が求められます。 

 

6. 本推計における前提条件と統計上の限界 

本調査による推計結果を解釈、あるいは引用・議論するにあたり、以下の前提条件およ

び統計上の限界に留意されたい。 

 

・潜在的リスク層としての対象定義 

本推計で算出した「要保証困難高齢者数」は、現時点で直ちに介護施設への入所を希望・予

定している層のみに限定されない。実際には在宅介護サービスを利用しつつ自宅で生活して

いる高齢者も多く含まれる。しかし、加齢や健康状態の悪化に伴って将来的に施設入所（また

は緊急入院）を余儀なくされる局面や、民間賃貸住宅の住み替え・契約更新を行う局面におい

て、最終的に外部の身元保証支援を必要とする「潜在的リスク層」の全体像として解釈するの

が妥当である。 

 

・使用データの年次ズレによる影響  

本調査で用いたデータソース（令和2年国勢調査、令和4年総務省調査、令和5年度厚労省報

告、2024年日本総研推計）には数年の年次ギャップが存在する。ただし、高齢化の進行や単

独世帯の増加といったマクロな人口動態および社会構造のトレンドは数年単位で劇的に変化

するものではないため、現時点における大局的な地域別構造を把握するための「概算値」とし

ての信頼性は十分に担保されているとみなしている。 

 

 



 

・都道府県別按分における地域差の仮定  

全国の身寄りなし高齢者数を各都道府県に按分するにあたり、各自治体の「65歳以上単独世

帯数（一人暮らし）」の比率を一律に適用している。しかし実際には、大都市圏と地方部におい

て「一人暮らし高齢者における親族との近接度（近隣に親族が住んでいる割合）」や「未婚率・

地域コミュニティの結びつきの強さ」には質的な地域差がある可能性があり、按分計算における

一律の仮定は統計上の限界を含んでいる。 

 

・代替保証手段の存在による影響  

身寄りが全くいない高齢者であっても、友人・知人、過去の雇用主、あるいは信頼関係のある

近隣住民などが善意で身元保証人を引き受けているケースが一定数存在する。そのため、実

務上で外部機関への依頼が「100%不可避」な人数の実数は、本推計値よりわずかに下回る可

能性がある。 

 

・施設種別および自治体の制度的対応による差異  

施設側が身元保証人を必要とする割合（92.4%）は全国一律の平均値として計算に用いている

が、実際には特別養護老人ホームなどの公的施設と民間の有料老人ホームでは受け入れ基

準が異なる。また、各自治体が実施している成年後見制度の利用支援や独自の保証代替措置

の有無によって、実務上の必要性には地域ごとにグラデーションが存在する。 

 

・推計の保守性 

本推計の基礎とした「単独世帯数」は2020年の国勢調査時点のものである。国勢調査以降も単

身高齢世帯数は年々右肩上がりに増加し続けているため、現在のリアルタイムな要保証困難

高齢者数の実数は、本推計値（全国約52万人）よりもさらに拡大している可能性が高い。 

 



 

 

 

本調査に関するお問い合わせ 

 

一般社団法人あんしんの輪 ​

URL: https://www.ansinnowa.net/​

田中秀昌 
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